
　

その後の対応
・症状が完全に治まるまで安静にさせ、経過を観察

養護教諭 不在の場合（教頭、保健指導主事）

・他に具合の悪い児童生徒がいないか確認（学年主任、担当職員）

・保護者への連絡、引渡し情報の共有（学年主任、学級担任、担当職員）

・教育委員会への報告（校長、教頭）

・児童生徒、保護者への周知（学年主任、担当職員)

・情報収集、記録作成（教務、担当職員）

病院搬送後の対応
・児童生徒の経過確認（学年主任、学級担任）

・教育委員会への第一報（校長、教頭）

・教職員間での情報共有（教頭、教務）

・他の児童生徒への周知（学年主任、担当職員）

病院へ搬送
・こんだこども医院 TEL 043-291-1991

・校外活動の場合は、緊急搬送できる病院を確

認し搬送する。

・保護者への連絡

・症状が出たときの状況について詳しく説明で

きる教職員が病院に同行する。

・児童生徒の状況について対応責任者に報告

危機等

対策本部

医療機関の受診を要請する
・保護者へ連絡（学年主任、学級担任）

・保護者到着までの間、安静にさせる。

・学校医等に指示を仰ぐ。

症状は改善したか？

呼吸困難、手足のしびれ

があるか？

応急処置を行う
・活動を中止する。 ・屋内へ避難させる。

・洗顔、うがいをさせる。 ・安静にさせる。

・学校医に連絡し、指示を受ける。

光化学スモッグへの対応
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○学校における体制を整備し、発生しやすい気象条件の確認や発生等の情報の把握に努める。

○発生時は、屋外活動や運動等を中止するなど、速やかに被害防止のための対策を行う。

○健康被害が確認された場合、学校医の指導を受けるなどして、適切な回復処置を行う。

対応方針

□ 連絡方法の確保・確認

□ 気象情報・光化学スモッグの発生情報の取得 □ 保健指導の実施

□ 応急手当に必要なものの準備 □ 授業や学校行事等の見直し（中止・計画変更等）

□ 夏期休業中の体制整備

【事前の危機管理】

健康被害が疑われる症状発症

緊急対応本部

状況に応じ

□ 危機等対応の検証 □ 再発防止策の検討 □ 報告書の作成 □ 教育委員会への報告

□ 教職員間での情報共有 □ 保護者会の開催（被害が出た場合）

□ 危機管理マニュアルへの反映 □ ヒヤリハット事例への反映

【事後の危機管理】

なし

あり

【発生時の危機管理】

・応答確認

例：「ここはどこ？」、

「名前は？」、

「今何してる？」

しない

した

危機等発生！


